	
令和８年度採用
練馬区会計年度任用職員（都市計画調査員（都市計画））採用選考案内







１　採用予定数、職務内容および勤務場所

	採用予定数
	職務内容
	勤務場所

	若干名
	都市計画に関する調査、相談事務およびそれに付帯する事務
	練馬区役所本庁舎16階



２　応募資格
　　都市計画に関し相当な知識と経験を有し、建築または不動産関係の実務経験がある方

３　任用期間
令和８年４月１日～令和９年３月31日（１年間）
※原則１年間の任用ですが、選考のうえ、同一の職務内容と認められる職に再度任用することがあります。

４　勤務条件
　⑴　報酬額　　　月額　229,195円　（地域手当相当額を含む）
　　※報酬の支給日は、当月15日です。
　　※採用されるまでに給与改定が行われた場合には、その額によります。
　※通勤に伴う交通費相当額を支給します。
（片道２キロ以上、１か月の上限額　55,000円）
　　※この他に期末・勤勉手当の支給があります。

⑵　勤務日数　　　月16日勤務

⑶　勤務時間　　　８：30～17：15
　　※ただし、業務上必要な事由が生じた場合、８：30～22：00までの間で７時間45分勤務
とすることがあります。

⑷　休憩時間　　　12：00～13：00（昼当番の場合は13：00～14：00）

⑸　勤務を要しない日　　
土曜、日曜、国民の祝日、年末年始およびその他指定日
　　※ただし、業務上必要な事由が生じた場合、勤務することがあります。

⑹　時間外労働　　原則無し

⑺　加入保険　　　東京都職員共済組合（医療保険）、厚生年金保険、雇用保険
　　
⑻　年次有給休暇　所定の年次有給休暇を付与します。

　⑼　その他　　　　練馬区役所は敷地内禁煙です。（特定屋外喫煙場所あり）


５　選考方法・日程等
　⑴　選考方法・日程
　①　書類選考
　　②　個人面接
　　　　面接実施日：令和８年２月17日（火）、18日（水）のいずれか１日
　　　会　　　場：練馬区役所　19階　会議室
　　　※書類選考（一次選考）の合格者を対象に個人面接（二次選考）を行います。
　　　　日時等の詳細は、対象者に別途通知します。

⑵　選考結果通知
　　　第一次選考　令和８年２月中旬
　　　第二次選考　令和８年２月下旬

６　申込方法
1 　提出書類
各様式は練馬区ホームページに掲載しているほか、本庁舎16階都市計画課窓口で配布
します。
1 受験申込書
　　建築・不動産に係る実務経験は必ず記入してください。
2 「都市計画窓口における区民サービスについて　～あなたが考える窓口案内において必要なこと～」をテーマにした作文
（指定原稿用紙600字以上800字以内）
3 建築士、宅地建物取引士等の資格がある場合は、資格を証明する書類の写し

2 　提出方法
上記①～③の書類を封筒に入れ、封筒の表に朱書で「都市計画調査員選考申し込み在中」と記載し、郵送してください。
※簡易書留等の確実な手段で送付してください。郵送に関する事故については、いかなる
理由があっても責任を負いません。
　
⑶　提出先
　〒176-8501
　　東京都練馬区豊玉北６-12-１
　　練馬区役所本庁舎16階　都市整備部都市計画課庶務係　宛て

⑷　受付期間
　令和８年１月13日（火）９時から２月４日（水）17時まで【必着】
　※問合せは、月曜日から金曜日の９時から17時までにお願いします。


※地方公務員法等の適用により、下記に該当する方は受験することができません。
	
〇地方公務員法
(欠格条項)
第十六条　次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。
　
一　拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
二　当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
三　人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第六十条から第六十三条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者

四　日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

※平成１１年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者（心神耗弱を原因とするもの以外）は選考を受けることができません。




７　その他
ご提出いただく書類に記載されている個人情報は、採用選考関係のみに使用します。また、提出された書類は返却しませんので、あらかじめご了承ください。

８　問合せ先
練馬区都市整備部都市計画課庶務係
電　話：03-5984-1264（直通）





